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横浜市外郭団体等経営向上委員会の答申 

及び今後の市の対応について 

 
本市では、外郭団体について、協約に基づく経営の向上に取り組んでいます。 

27 年度からの新たな協約の策定にあたっては、「横浜市外郭団体等経営向上委員会」（以下、経営

向上委員会）において、協約マネジメントサイクルの仕組みと、団体ごとの協約について審議を行

いました。 

このたび、経営向上委員会の答申を受けましたので、答申の内容と答申を踏まえた今後の市の対

応について、ご報告いたします。 

 

１ 経営向上委員会の開催概要 

（１）26 年度審議項目 

ア 協約マネジメントサイクルの改善について 
イ 27 年度以降の団体経営の方向性及び協約について 

 
 （２）経営向上委員会開催実績 

  26 年 10 月  経営向上委員会設置 

  26 年 10 月～ 27 年１月  

        経営向上委員会での審議（計７回）及び審議団体への視察を実施 

  27 年２月   経営向上委員会答申提出 

 

２ 協約マネジメントサイクルの改善について 

協約マネジメントサイクルの実効性・有効性を高めるため、協約の位置づけや協約期間等の改善

をした上で、協約の審議を実施しました。 
 

（１）改善の内容 

以下のとおり協約マネジメントサイクルを改善し、協約の策定を進めています。 

 新たな協約 従前（第３期協約等） 

協約の位置づけ 

及び策定プロセス 

市と団体が共通認識を持って取組を進める

ため、市の方針と協約目標を一体のものとし

て、市と団体が協議して策定。 

市が示す経営改革方針を基に

団体が協約目標を設定。 

協約期間 

団体の「中期経営計画」等と連動することに

より、目標達成時期を明確化するため、 

３年を基本として、団体の実状を踏まえた期

間を個別に設定（最長５年）。 

全団体で同一の期間（第３期協

約では３年）を設定。 

評価手法 

各団体の取組状況を定期的かつ総合的に把

握するため、毎年度、経営向上委員会で点検

を実施し、経営全体に係る総合的な評価を実

施。 

協約期間終了後、監査法人を活

用した数値に基づく客観的な

評価を実施。 

 

（２）経営向上委員会からの答申概要 

   ・より効果的なマネジメントサイクルとするため、今後も継続的に改善に取り組むこと。 
・「評価手法」については、評価自体が目的化しないように留意し、各団体の取組状況をよ

り総合的に捉えるという視点から、今後の改善の余地がある。         
 ※「評価手法」については、今後、経営向上委員会からご意見を伺いながら改善を図ってまいります。 

政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会

配 付 資 料

平 成 2 7 年 ３ 月 1 3 日

総 務 局



 2

 

３ 27 年度以降の団体経営の方向性及び協約について 
27 年度以降も団体の経営の向上に継続的に取り組むため、全団体を対象に、これまでの「経営改革

方針」及び「第３期協約」を出発点として、経営改革の取組状況や団体をとりまく環境の変化等を踏

まえた審議を実施しました。 
 
 （１）団体経営の方向性及び協約 

ア 経営向上委員会からの答申概要  

団体経営の方向性（団体分類） 対象団体数 

民間主体への移行に向けた取組を進める団体 ５団体 

事業の再整理・重点化等に取り組む団体 ５団体 

引き続き経営の向上に取り組む団体 26 団体 

27 年度に改めて団体経営の方向性を審議する団体 １団体 

   

 イ 今後の対応 

     団体ごとに示された「経営の方向性（団体分類）」や経営改善に向けた意見を踏まえて、

所管局が団体と協議して協約案を作成します。 

     各団体の協約案の詳細については、所管局の常任委員会で報告させていただきます。 

     協約の項目や目標値については、協約策定後も、その進捗状況を経営向上委員会におい

て確認・評価していくなかで、環境の変化を踏まえ、必要に応じて修正してまいります。 

 

（２）複数の団体に共通する主な課題（個々の団体に示されている意見のうち、複数の団体に共

通する内容） 

ア 経営向上委員会からの答申概要  
     ・公益的事業の実施手法の再検証 

・最適な事業主体の再検証 

・外郭団体が保有する資産の有効活用 等 

  

イ 今後の対応 

     複数の団体に共通する主な課題については、個々の協約策定において留意するとともに、

中長期的な課題として、今後の経営向上委員会における協約の進捗管理や、市の団体への

関与の在り方の検討に活かしていきます。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 
  平成 27 年３月下旬 経営向上委員会に協約の最終案を報告 
  平成 27 年３月末  団体ごとの協約を確定、公表 
 

５ 添付資料  

（１） 横浜市外郭団体等経営向上委員会における団体の分類結果 

（２） 横浜市外郭団体等経営向上委員会答申 

 



横浜市外郭団体等経営向上委員会における団体の分類結果 

 

分 類 団 体 名 

民間主体への移行に向けた 
取組を進める団体 

株式会社横浜インポートマート 
横浜市場冷蔵株式会社 
横浜シティ・エア・ターミナル株式会社 
株式会社横浜港国際流通センター 
横浜ベイサイドマリーナ株式会社 

事業の再整理・重点化等に 
取り組む団体 

公益財団法人横浜市体育協会 
公益財団法人横浜企業経営支援財団  
公益財団法人よこはまユース 
公益財団法人寿町勤労者福祉協会 
横浜市住宅供給公社 

引き続き経営の向上に 
取り組む団体 

公益財団法人横浜市国際交流協会  
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会  
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団  
公益財団法人三溪園保勝会  
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー  
株式会社横浜国際平和会議場  
公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団  
公益財団法人横浜市消費者協会  
公益財団法人横浜市シルバー人材センター  
横浜市信用保証協会  
横浜食肉市場株式会社  
株式会社横浜市食肉公社  
公益財団法人横浜市総合保健医療財団  
社会福祉法人横浜市社会福祉協議会  
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団  
公益財団法人横浜市緑の協会  
公益財団法人横浜市資源循環公社  
公益財団法人横浜市建築保全公社  
横浜高速鉄道株式会社  
一般社団法人横浜みなとみらい２１ 
（一般財団法人ケーブルシティ横浜※１） 
株式会社横浜シーサイドライン 
公益財団法人帆船日本丸記念財団 
横浜ウォーター株式会社 
横浜交通開発株式会社 
公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 
公益財団法人よこはま学校食育財団 

27 年度に改めて団体経営の

方向性を審議する団体 
横浜港埠頭株式会社※２ 

  ※１：27 年度に一般社団法人横浜みなとみらい２１と統合予定のため、一般財団法人ケーブ

ルシティ横浜としての経営に関する方針及び協約は作成しない。 

  ※２：27 年度以降の東京都、川崎市の各埠頭会社との統合の方向性が明らかになった時点で、

改めて本委員会に経営に関する方針を諮ることとする。 

資料１ 
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